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諮問日：令和３年１１月５日（令和３年度（情）諮問第２７号） 

答申日：令和４年１月２５日（令和３年度（情）答申第３７号） 

件 名：神戸家庭裁判所における特定の一般社団法人による特定の照会書及び回答

書等の不開示判断（不存在）に関する件 

答   申   書 

第１ 委員会の結論 

別紙記載の各文書（以下、併せて「本件開示申出文書」という。）の開示の

申出に対し、神戸家庭裁判所長が、本件開示申出文書は存在しないとして不開

示とした判断（以下「原判断」という。）は、結論において妥当である。 

第２ 事案の概要 

本件は、苦情申出人からの裁判所の保有する司法行政文書の開示に関する事

務の取扱要綱（以下「取扱要綱」という。）記第２に定める開示の申出に対し、

神戸家庭裁判所長が令和３年９月８日付けで原判断を行ったところ、取扱要綱

記第１１の１に定める苦情が申し出られ、取扱要綱記第１１の４に定める諮問

がされたものである。 

第３ 苦情申出人の主張の要旨 

１ 特定年月日付「司法行政文書開示申出書」（本件開示申出文書）に関して、

特定年月日特定時に神戸家庭裁判所総務課担当官から電話があり、特定の一般

社団法人の名称を補正する旨の確認があった。 

２ 令和３年９月８日付神戸家裁特定の番号にて「司法行政文書不開示通知書」

を受領した。 

３ 特定の一般社団法人から、特定年月日付神戸家庭裁判所長から特定の一般社

団法人の会長に対する「照会申し入れについて（特定月日付け照会に対する回

答）」の写しを受領した。よって、本件開示申出文書は存在すると考える。  

第４ 最高裁判所事務総長の説明の要旨 

１ 原判断庁において、本件開示申出文書を探索したが、存在しなかった。 
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２ 苦情申出人は、特定の一般社団法人から特定年月日付け同法人会長名義の

「照会申入書」及び特定年月日付け神戸家裁総特定の番号「照会申入れについ

て（特定月日付け照会に対する回答）」と題する文書の各写しを受領している

ことから、本件開示申出に係る文書は存在する旨を主張している。この点、苦

情の申出の内容やその添付書面を踏まえて、原判断庁において本件開示申出に

係る文書を探索したところ、別紙記載３の文書については保存期間満了により

廃棄済みであることが確認できた。 

   なお、本件開示申出に係るその余の文書については、苦情の申出の内容やそ

の添付書面を踏まえて探索しても、廃棄に関する記録からは、廃棄しているこ

とが確認できなかった。 

３ よって、本件開示申出について「不開示」とする原判断の結論は相当である

が、その理由については、上記に照らし、別紙記載３の文書について「存在し

ない。」ではなく「保存期間を満了しており廃棄済みである。」とするのが相

当である。 

第５ 調査審議の経過 

当委員会は、本件諮問について、以下のとおり調査審議を行った。 

  ① 令和３年１１月５日   諮問の受理 

  ② 同日          最高裁判所事務総長から理由説明書を収受 

  ③ 同月１０日       最高裁判所事務総長から補充理由説明書を収受 

  ④ 同年１２月１４日    審議 

  ⑤ 令和４年１月２１日   審議 

第６ 委員会の判断の理由 

１ 原判断庁は、本件開示申出は存在しないとして不開示としたが、最高裁判所

事務総長の上記説明によれば、 苦情の申出の内容やその添付書面を踏まえて、

原判断庁において、本件開示申出に係る文書を探索したところ、別紙記載３の

文書については保存期間満了により廃棄済みであることが確認できたが、本件
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開示申出に係るその余の文書については、廃棄に関する記録からは廃棄してい

ることが確認できなかったとのことである。この説明の内容については、当委

員会庶務を通じて確認された。上記の確認の結果を踏まえれば、別紙記載３の

文書については、司法行政文書として作成された後、保存期間満了により廃棄

されたと推認するのが相当であり、その余の文書については、原判断庁におい

て実際に作成し、又は取得したのか否か及び作成し、又は取得した後に廃棄さ

れたのか否かが判然としない。したがって、別紙記載３の文書については、司

法行政文書として作成された後、保存期間満了により廃棄されたものとするの

が相当であり、本件開示申出に係るその余の文書については、上記の確認の結

果に加えて、その文書の性質等から判断すると、存在しないとする旨の最高裁

判所事務総長の上記説明の内容が不合理とはいえない。そのほか、神戸家庭裁

判所において、本件開示申出文書に該当する文書を保有していることをうかが

わせる事情は認められない。 

よって、神戸家庭裁判所において、本件開示申出文書に該当する文書を保有

していないと認められる。 

２ 以上のとおりであるから、本件開示申出文書を存在しないとして不開示とし

た原判断については、神戸家庭裁判所において、別紙記載３の文書については

廃棄したと認められるので、結論において妥当であると判断した。 

          情報公開・個人情報保護審査委員会 

              委 員 長    髙  橋     滋 

 

              委   員    門  口  正  人 

 

              委   員    長  戸  雅  子 

  



 

4 

 

別紙 

１ 特定年月日付特定の一般社団法人による「ＮＰＯ法人代表に対する苦情申し

入れに関する照会」の文書及び添付書面 

２ 神戸家庭裁判所として、受領して回答する旨の決定を行った文書 

３ 神戸家庭裁判所として、特定の一般社団法人に対して回答した文書 

以 上 

 


